
①　各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要です。

②　労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的

に把握する体制を確立することが重要です。

③　賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが

望まれます。

①について

労働時間を適正に把握し、賃金不払残業の解消を図るためには、各事業場ごとに労働時間

の管理の責任者を明確にしておくことが必要となります。特に、賃金不払残業が現に行われ、

又は過去に行われていた事業場については、例えば、同じ指揮命令系統にない複数の者を労

働時間の管理の責任者とすることにより牽制体制を確立して労働時間のダブルチェックを行

うなど、厳正に労働時間を把握できるような体制を確立することが望まれます。

また、企業全体として、適正な労働時間の管理を遵守徹底させる責任者を選任するのもよ

いでしょう。

②について

労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把

握する体制を確立するよう努めてください。その際には、上司や人事労務管理担当者以外の

者を相談窓口とする、あるいは企業トップが直接情報を把握できるような投書箱（目安箱）

や専用電子メールアドレスを設けることなどが考えられます。

③について

労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実態を把握した

場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。

含めて見直すことが望まれます。特に、賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われ

ているような場合には、賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にま

で踏み込んだ見直しが必要と考えられます。

その際には、例えば、労使委員会において、労働者及び管理者からヒアリングを行うなど

により、業務指示と時間外手当の予算額との関係を含めた勤務実態や問題点を具体的に把握

することが有効と考えられます。

③について

賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施（賃金不払残業を行った労働者

や、これを許した現場責任者の評価を低くする）等により、適正な労働時間の管理を意識し

た人事労務管理を行うとともに、こうした意識づけを現場レベルで徹底することも重要とな

ります。

（４）労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備




